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国
家
経
費

の
轄
嫁

に
就

い
て

(
上

)

小

山

田

小

七

目
次
、

一
、
緒
論

。
研
究

の
必
要

と
目
的

。

二
、
総
論

。
国
費

尊
嫁

の
意
味

、
術

語
、
国
費
尊
嫁
論
、

一
般
的
性
質

(
韓
嫁

の
物
艘
一

努
力

方
向
-
動
機

-
可
能
條
件
-
経
済
的
影
響

と

の
相

違
-
分

配
と

の
關

係
)
、型
態

、
要
約
。
(
以
上
本
號
掲
載

)
三
、
各
論
。
本
論

の
矯

め

の
経
費

の
分
類

、
行
政
給

付
費

の
韓
晒蝋
(
人
一件
{買
-
物

件
疑
)
、
化尉
幣
給
付
費
「の
鯨
皿嫁

(藩
7
察

の
限
定
-

晶扶
助
補
助
金
及
漿
馳
補
助
金

の
性
質
-
扶

助
㎝補

助

金

の
幕
嫁

-
奨

働
補
助
金

の
韓

嫁
)
、
要
〃約
。
四
、
結
論

。
要
約

、
饒
論
(
政
策
論

と

の
關

係
)
。

閏

租
税

の
轄
嫁
は

、
租
税
負

捲
を
免

れ

ん
こ
す

る
宰

の
繧
濟

交
通

に
於

け

る
現
れ

で
あ

る
こ
ざ
は
周

く
知
ら
れ
て

居

る
。
威

が
他
方

、
国
費

に
就

て
も
亦
、
実

れ
を
中

心

ビ
す

る
雫

が
あ
り
、
且
其
事

は
租
税

に
於

け
る
ご
同
様

に
.
.

立
法

、
行
政

、
経
濟

の
三
面

に
現
れ
て
居

る
。
然

る
に
此

等

の
経
費

を
中

心
こ
す

る
孚

に
就

て
は
、
従

来
、
理
論

的
究
明

乃

至
膿
系

が
租
税
翻
事

に
於
け

る
程
注
目

さ
れ

て
居
な

か

つ
把
や
う

に
思

ふ
。
之

は
第

一
に
、
財
政
學
全

膿

の
構

造

上
の

一
映

黙

で
あ

る
し
、
又
第

二

に
、
右

二
の
圖
爾
・に
加

ふ
る
に
官
業

、
公
債
を
中

心
こ
す

る
票
を
以

て
し
セ
財

政
を
中

心

こ
す

る
孚

、
即
ち
財
政
翻
孚

に
關
す

る
理
論

の
完

成
上

か
ら
も
遺
憾

な

こ

ご
で
あ

る
。
從

て

経
費
聞
事

に
關
す

る
理
論
研
究

の
要

が
あ

る
。
而

て
姦

で
は
、
其
研
究

の
範
園
を
韓
嫁

問
題

に
限

つ
セ
の

で
あ

る

誹

苑

国
家
経
費
の
輔
嫁
に
就
い
て

第
三
十
一
巻

二
四
五

第
二
號

八
九



説

苑

国
家
経
費
の
樽
嫁
に
就
い
て

第
三
十
一
巻

二
回
大

第
二
披

九
O 

が
、
之
は
、
再
嫁
理
法
が
明
か
さ
な
れ
ば
、
延
い
て
自
然
、
経
費
政
策
論
に
新
し
い
根
懐
を
一
不
す
で
も
ゐ
ら
う
し
、

又
租
税
再
嫁
の
理
法
さ
比
破
、
関
連
せ
し
め
て
見
る
-
』
さ
も
出
来
、
準
問
的
興
味
が
多
い
さ
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

之
即
も
本
研
究
の
特
殊
理
由
で
あ
る
。
前
加
之
、
立
法
的
及
行
政
的
争
に
は
、
政
治
的
、
行
政
的
及
其
他
の
要
因

及
活
動
を
多
分
に
合
ん
で
居
る
か
ら
、
慨
駅
構
的
宗
即
時
嫁
ぜ
分
離
し
て
見
る
方
が
便
宜
で
あ
る
。
之
印
ら
本
研
究

の
便
宜
的
理
由
で
あ
る
。
従
て
本
研
究
は
上
謹
の
様
な
必
要
乃
至
理
由
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
目
的
は
、

経
費
再
嫁
に
関
す
る
概
論
的
理
論
の
轄
系
を
編
ま
ん
ざ
す
る
に
あ
る
。
詳
細
な
貼
仁
王
つ
て
は
後
日
に
期
す
る
。

..圃"'

.. 司・.. 

園
家
経
費
の
轄
嫁
ご
は
、
国
家
が
支
出
し
た
経
費
の
貨
幣
利
盆
が
経
済
交
通
を
通
じ
て
、
結
局
誰
人
か
に
蹄
著

す
る
に
至
る
経
過
又
は
其
桔
果
の
謂
で
あ
る
。
例
ば
幽
家
が
農
業
枕
梼
の
目
的
を
以
て
肥
料
を
安
債
な
ら
し
め
ん

が
矯
め
、
肥
料
生
産
者
に
補
助
金
を
交
附
し
た
ざ
す
る
。
若
し
所
期
の
通
り
に
寅
現
さ
る
れ
ば
、
補
助
額
丈
け
肥

料
の
綿
債
格
は
下
落
し
、
業
利
益
は
、
此
場
合
の
利
益
指
定
者
た
る
農
家
に
騎
す
る
。
然
る
に
右
の
外
向
、
被
補

助
生
産
者
が
其
補
助
金
利
益
の
全
部
又
は
一
部
を
抑
留
し
て
、
遼
に
利
益
者
さ
な
る
が
た
め
、
又
更
に
生
産
者
は

肥
料
慣
格
を
引
下
げ
て
も
、
中
間
商
人
が
其
利
盆
を
抑
留
し
て
貨
幣
利
盆
を
占
む
る
が
た
め
、
農
家
に
蓮
せ
ぬ
こ

ご
も
考
へ
得
る
。
而
て
質
際
上
、
何
れ
の
方
向
を
辿
っ
て
補
助
金
が
誰
人
の
利
盆
に
蹄
著
す
る
か
は
、
肥
料
生
産

者
、
中
間
商
人
、
農
家
の
経
済
的
地
位
、
就
中
需
給
関
係
に
依
っ
て
定
ま
る
。
此
一
例
に
依
つ
で
も
知
ら
る
、
が

如
く
、
園
費
は
決
し
て
国
家
の
所
期
す
る
榛
に
個
人
に
蹄
著
す
る
も
の
で
な
く
、
経
済
交
通
の
状
勢
に
依
り
て
、

前
入
、
即
も
生
産
者
、
販
責
者
か
ら
、
後
人
、
即
ち
消
費
者
、
購
買
者
に
或
は
逆
に
後
人
か
ら
前
人
に
轄
聴
し
、



蹄
著
す
る

9

其
経
過
又
は
結
果
を
紹
括
し
て
経
費
の
轄
嫁
さ
云
ひ
、
之
に
閲
す
る
理
法
を
研
究
す
る
理
論
を
経
費

轄
嫁
論
さ
云
ふ
こ
ご
は
、
全
く
租
粧
の
場
合
さ
同
一
で
あ
る
。

研
究
の
便
宜
上
先
以
て
定
め
て
置
き
度
い
噌
」
ご
は
、
術
語
、
例
へ
ば
前
人
、
後
人
、
前
輔
、
後
輔
、
夏
轄
(
準
時
三

直
接
蹄
著
等
は
、
租
税
轄
嫁
論
の
用
語
を
同
一
意
味
で
用
ゆ
る
こ
さ
で
わ
る
。
蓋
し
、
轄
嫁
せ
ら
る
、
、
物
躍
は
異

っ
て
居
る
け
れ
ざ
も
司
轄
旗
ざ
し
て
は
同
一
現
象
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
術
語
、
同
じ
概
念
で
設
問
し
得
る
の
み
で

た
Y

後
遁
の
様
仁
二
三
新
術
語
を
必
要
ざ
す
る
が
、
其
場
合

な
〈
、
却
っ
て
そ
れ
を
便
宜
ご
す
る
か
ら
で
あ
る
。

じ
は
強
め
規
定
す
る
。

元
来
、
租
税
特
蹴
じ
就
て
以
論
史
が
成
立
す
る
税

P

し
あ
れ
ノ
、
従
て
研
究
者
は
先
づ
一
血
事
説
史
h
r
w

見
る
必
.
狭
が

あ
る
。
然
し
国
費
の
轄
嫁
に
闘
し
℃
は
未

r寡
聞
に
し
て
、
睦
系
ゐ
ム
り
且
纏
っ
た
皐
読
を
見
な
い
。
只
部
分
的
じ

散
見
す
る
に
過
ぎ
な
川
口
。
其
原
因
は
相
封
的
に
、
経
費
論
の
研
究
が
等
閑
に
附
せ
ら
れ
て
居
た
か
ら
さ
考
へ
ら
れ

る
。
従
て
租
税
鞘
嫁
論
J

」
異

h
、
経
費
輯
採
論
に
就
い
て
は
、
新
し
く
論
史
を
編
U
の
必
要
が
あ
る
が
、
夫
れ
は
後

日
に
待
っ
こ
さ
、
諭
し
て
悲
に
は
省
略
す
る
。
而
て
租
税
特
撮
論
に
は
結
割
論
さ
相
劃
論
さ
が
ゐ
h
、
今
日
で
は
後

者
が
大
韓
是
認
さ
れ

τ居
る
。
在
も
亦
、
理
由
を
塞
ぐ
る
ま
で
も
な
く
後
者
が
理
論
上
正
営
さ
信
中
る
。
比
事
は

経
費
轄
嫁
論
に
も
亦
、
同
一
の
理
由
で
適
用
さ
れ
る
。
故
に
以
下
の
研
究
も
、
大
轄
の
理
論
上
の
傾
向
を
示
す
に

止
ま
る
o

特
に
統
計
的
、
踊
納
的
研
究
を
快
ぐ
本
研
究
で
は
向
更
で
あ
る
。

細
川
て
、
経
費
轄
嫁
の
一
般
的
性
質
を
考
へ
て
見
る
。
ィ
、
経
費
輯
嫁
の
物
睡
は
、
国
費
の
支
出
に
よ
り
て
受
げ

た
貨
幣
利
益
で
あ
る
。
之
は
租
税
轄
嫁
の
物
龍
が
、
課
税
に
よ
る
貨
幣
負
捲
た
る
さ
正
反
封
で
あ
る
。
唱
し
租
税

説

苑

第
三
十
一
巻

二
四
七

第
二
務

九

国
家
経
費
の
轄
嫁
に
就
い
て

，)例ば、古〈は Ricardo; Principles of FのliticalEconurny and Taxation. Chap. 
x-xIi and XXIII.-Gonner's ed. pp. 28~:_ ~[<は Dalton; Puhlic Finance， 4・
ed. London '927・Chap. XVlI a~d xr5:.. pp. '48 and pp. 168 



説

苑

国
家
経
費

の
醜
趾
隊
に
就

い
て

第
三
十

一
巻

二
四
八

第

二
號

九
二

は
負

指

こ
し

て

一
慮

必
す
常

に
現
れ

る
け
れ
ご

も
、
経
費

は
然

ら

ぬ
。
例
ば
官
吏

の
俸
給

の
如

く

.
市

場
偵

格
な

き
も

の
で
は
、

果
し

て
貨
.幣

利
益

な
b
や
否
や
を
定

め
難
く

、
叉
國
家

が
財
を
市
場
慣
格

で
購
入

し
セ
場
合
、
販

費

者
は
若
干

の
利
益

を
牧

め
た
り

ご
し
ご

も
、
そ

れ
は
國
費

で
支
彿

れ
た

が
爲

め
で
は
な

く
し
て
、
當

時

の
市
場

債

格

が
利
益

あ
る
或
貼

に
建

つ
セ

が
爲

め
で
あ

る
。
即
ち
此
場

合
は
購
買
者

が
國
家

た

る
ピ
私
人

だ
る
ご

に
関
係

の
な

い
こ
ご
で
あ
る
か
ら
、
国
家

の
支
佛

は
特

に
貨

幣
利
益

を
與

へ
た
こ
は
云
ひ
得
な

い
。
從

て
輔
嫁

の
物
艦

ご

な
ら

澱
。
少
く

ご
も
轄
嫁

論
の
対
象

こ
な
ら

鎗
。
反
之
、
國
尿

が
財
を
市
場

償
格

よ
り
高
償

に
購

入
し
セ
場
合

、

補
助

金

を
交
附
し

た
場
合

は
、
明
ら

か

に
國
費

に
依

っ
て
貨

幣

利
益
を

、
販
頁
者

、
被
補
助

者

に
與

へ
た

こ
ご

、

な

る
。
総
て
滋

に
輻
嫁
問
題

が
生

れ
る
。
故

に
.
租
税

ビ
は
異

り
、
纒
費

で
は
轄
嫁
物
膿
不
出

現

の
故

に
、
韓
嫁

問
題

が
起
ら

の
事

が
あ

る
。
の

、
経
費

轄
嫁

に
於

い
て
各
人

の
努
力
す

る
所

は
、
貨
幣
利
益

の
抑

留
ヌ

は
奪

取

で

く

あ
る
。
之
叉

、
租

税
韓
嫁

の
努
力

方
向

た

る
負
澹

の
回
避

、
即
ち
他
人

へ
の
自
己
負
塘

の
排

除
又

は
押

附

ご
、
正

反
劃

で
あ

る
。
斯

の
如
き
経
費
蒋
嫁

の
努
力
方
向

は

.
轄
嫁

物
膿

が
利
益

把
る
こ
ご
㌦
、
轄
嫁

の
動
…機
が
利
己

心

に
あ

る
こ
ご

、
か
ら
容
易

に
説

明
が

つ
く
。
詳

言
す
れ
ば
、
各
人

は
経
済
肚
會

で
は
利
己
的

に
動
く
も

の
こ
假
定

す

る
。
さ
れ
ば

,
各
人
は

一
方
租
税

で
は
自
己

の
負
捲
を

出
来

る
女

け
回
避

し
、
他
人

の
負

携

に
輔
む
、
他

方
経

費

で
は
其

利
益
を

ば
出
来

る
丈
け
自
己

の
も
の

ご
な

さ
ん
が
矯

め
に
抑

留

せ
ん
ご
努

む
る
の
は

、

一
の
利
己

心

の

二
面

へ
の
現
れ

で
、
寧

ろ
常
盤

で
あ

る
。
實

は

か
く

二
面

へ
現
れ
て
始

め
て

、
経
濟
的
利
己

心
が
全
き
態
を
現

し

　

て
居

る
こ
も
云

へ
る
。

ハ
、
從

て
叉

、
経
費

轄
嫁

の
個
人
的
動

機
は
利
己
心

ご
云
ひ
得

る
。
此

匙
は
租
税

に
於

け

)
(

.る
ご
同

一
で
あ
る
。

二
、
而

て
経
費

に
よ
る
利
益

に
も
翰
嫁

が
行

れ
得

る
国

民
経
済
的
條
件

は
、
租
税
轄
嫁

の
場

く

合

ご
複

た
同

じ

で
あ

る
。
即

ち

、
現
在

の
経
済

組
織

の
下

で
は
、
各
人

は

一
般

に
市
場
の
需
給

關
係
、
從
て
贋

格



'

を

利
用

し
て
、
各
よ
或

は

利
益
を
得

或
は
損

失
を
蒙

り

、
又
或

は
他
人

の
利
益
を
自
己

に
移

し
、
或
は
自
己

の
損

失

を
他
人

に
移
し

て
以

て
、
自
己

の
利
益
を
擁
護
し

、
所
謂
牧
盆

、
所
得
を

あ
ぐ

る
。
如
此

、
慣

格
中

心
の
経
済

で
あ
り
、
そ

れ
を
利
用

す

る
こ
ε

に
よ

っ
て
貨
幣

利
益

を
上
げ

得

る
所

に
、
利
己

心
活
動

の
鯨
地

が
存
す

る
。
而

て
利
己

心
の
活
動

が
原

則

ざ
し
て
認
容

さ
れ

て
居

る
の
で
あ
る
か
ら

、
租
税
負
捲

の
同
避

に
も
、
経
費

に
よ
る
利

益

擁
護

に
も
現
れ

る
。
從

て
、
経
費

に
よ
る
利
益

に
も
轄
嫁

が
あ
り
得

る
條
件
が
此

所

に
具
は

る
。
以
上

の
如

く

轄
嫁

せ
ら

る

べ
き
物
騰

が
あ
り

、
個
人
的
動
機

が
あ
り
,
而

も

一
般

的
可
能

條
什
具

る
あ
り

て
、
事

實
上
轄
嫁

が

行

れ
る
。
わ

、
省
國
費

の
縛
嫁

は
國
費

の
縄
濟
的
影
響
乃

至
致

果

ご
は
異

る
。

一
般

に
國
費

の
影
響

乃
至
数
果

ご

く

敦

へ
ば
、
経

済

、
政
治

.
文
化

,

肚

會
及
其
他

の
殆

ん
ご
凡

て
の

方
面

に
現
れ
る
の
で
、

轄
嫁

が
之

ご

異

る

は

明
ら

か

で
あ

る
。
真
中
韓
嫁

ご
最

も
接
近
し

て
居

る
繧
濟

的
痴
響

乃

至
数
果

こ
も
異

る
。
蓋
し
榑
縁

は
上
述

の
標

に
、国
家

が
支

出
し
だ
経

費

の
貨
幣

利
益

自
膿

が
、
慣
.格

を
仲
介

こ
し

て
各
人
間
を
鞍
軽

し
蹄
著
す

る
に
至

る
経
過

又

は
其
結
果

の
謂

で
、
問

題
は
経
済
交
通
内

に
於

け

る
.各
人
間

に
限

ら
れ
て
居

る
。
然

る

に
経
濟

的
影
響

乃
至
致

果

は
、
国

費

の
爲

め

に
惹
起

さ
る

、
慣
格
鍵

動
、
生
産

潰
費

に
及
す
影
響

か
ら

、
生
産

僥
倖

の
改
善

、
富

の
分

配

に
及

す
影

響
等
ま

で
を
含

み
、
問

題

は
廣

汎

で
且

一
般

的

で
あ

る
。
從

て
轄
嫁

な
き
場
合

に
も
影

響
乃
至
致
果
は

あ
り
得

る
か
ら
で
あ

る
。
或
は
轄
嫁

も
亦
経

済
的
影
響

に
敷

へ
得

る

こ
し
て
も
荷

、
前
者

は
後
者

の

一
部

で
あ

る

か

ら
、
樹
立
的

で
は
な

く
こ
も
、
包
囁

的
關
係

に
於

て
二
者

は
異

る
。
此

鮎
も
亦

、
租
税

の
轄
嫁

が
租
税

の
経

済

的
影
響

乃
至
致
果

8
異

る
ご
同
断

で
あ

る
。
勺

、
而
し

て
上
述

の
如

く
、
国
費
韓
嫁

は
経
済

交
通

に
於
け

る
利
己

く

心

の
登
露
及
其
實

現

へ
の
努
力

で
あ

る
か
ら
、
換

言
す
れ
ば
、
経
済

利
益
、
就
中
貨

幣
利
益

を
中
心

こ
す

る
各
人
間

の
分
配

事

で
あ
る
。
而

も
他

の
立

法
的
、
行
政
的
孚

ビ
共

に
現
経
濟

組
織
上
避

け
難

い
分
配
劇
孚

の

一
部
分

で
あ

説

苑

画
家
経
費
の
幕
嫁
に
就
い
て

第
三
十
一
巻

二
四
九

第
二
號

九
三



読

苑

画̀
家
経
費
の
簿
嫁
に
就
い
て

一弟
三
十
一
谷

二
五
〇

第
二
號

九
四

る
。
・
而

て
此
等

三
者

は
合
し

て
経
費
翻
雫

を
な

し
、
更

に
租
税
及
其
他
官
業

、
公
債
等

の
圖
孚

ご
共

に
財
政
厨
雫

を
形
成

す
る
。
從

て

、
分
配
闘
争
上

に
於

け

る
国
費

榑
縁

の
位
置

は
、
租
税
轄
嫁

の
位
置

ご
同
様

の
位
置

に
あ

る
。

故

に
此
意
味

で
分
配
問
題

と
密
接
な
關
係

を
持

っ
て
居

る
。
因

み

に
、
此

種

の
圖
争

は
概

し
て
中
和

の
間

に
、
且

又

現
制
度

の
認
む

る
正
常

,
適

法

の
方

法

に
依

て
行

は

る
、
け

れ
共

、
極
端

に
至
れ
ば
掻
擾
を

起

し
、
又

不
當
、

違
法

の
方

法
を
以
て

も
行

は
れ

る
。
此
貼

も
亦
租
税

に
於

け
る

ご
其
趣
を

同
じ
く
し
て
居

る
。

.
次

に
国
費

輻
嫁

の
基
本
的
型
態

は
、
後

述

の
如

く
租
税
軸
…嫁

に
於

け

る
ご
同
様

、
前
幅
、
後

蒋

、
物
上
蹄
著

で

あ
る
。

直
接
掃

著

が
あ

る
の
は
勿

論

で
あ
る
が
、
之

は
蒋
嫁

の
型

態

に
数

へ
得
な

い
ご
思

ふ
。
而

て
此
等

を
基

ざ

・
壷

漿

あ
る
し
杢

部
簸

・
蔀

壕

が
あ
ゑ

叉
轟

の
途
中
振

墾

碁

勢

が
異
型

奮

の

轄
嫁
を

な
す

こ
ご
も

あ
る
。
故

に
事
實

上

の
現
象

は
極

め
て
錯
雑

し
た
も

の
こ
考

へ
ら
れ

る
。
此
鮎

で
も

租
税

の

場
合

ご
略
玉
同
様

で
あ
る
。
然

し
租
税
韓
嫁

ざ
相
違

し
て
居

る
の
は
消

轄

の
な

い
事

及
物
上
鰭

著

の
意
味

が
異

る

こ
ご
で
あ

る
。
清

朝

に
就

て
は

類
似

の
も

の
は
あ

る
が
正
確

な
意
味

の
も

の
は
な

い
榛

に
思

は
れ
る
。
次

に
物

上

蹄
著

は
租
税

の
場
合

で
は

、

一
名
資
本
還

元
銷
却
又

は
租
税

の
銷
却

ご
云
は
れ
て
居

る
様

に
、

租
税
負

携

が
蹄
著

し

泥
土
地

其
他

の
財

の
資
本
償

格
引
下
げ

に
よ
り
、
或
税
設
定
常
時
め

所
有
者

た

る
前
人

ざ
取

引
し
セ

る
後
入
及

其
後

の
取
引
者

に
は
、
負
謄

が
及

ぶ
こ
ご
な
き

に
至

る
を
云

ふ
。
然

る
に
国
費
韓
嫁

に
於

け
る
物

上
錦

著
は

、
反

封

に
、
資
本
還
元
増
加

こ
も
禧

せ
ら

る

べ
き
も
の

で
あ

っ
て
、
國
費

に
よ

る
貨
幣

利
益

が
鯖
著

し
た
財
及
企
業
等

の
資
本
償

格
引

上
げ

こ
な
り
、
其
旙

め
、
其
所

有
者

だ

る
前

人

ご
取
引

せ
る
後
人
及
以
後

の
取
引
者

は
何
等
利
益

を
受
け

ざ

る
に
至

る
の
で
あ

る
。
此

相
違

は
、
轄
嫁
物

件
が

一
は
貨

幣
負

循
、
他

は
貨
幣
利
益

で
あ
る
ご
云

ふ

こ

ご

に
基

く
。
今
例
を

設

け
て
國
費

の
物
上
蹄
著
を
説
明

す
れ
ば
略
タ
次

の
機

で
あ

る
。
資
本
金

百
萬
圓

の
A
企
業



U4r
詑
弘
山
町

は
普
通
一
般
の
利
潤
率
に
相
営
す
る
利
潤
を
得
て
居
る
さ
し
、
笠
蒔
の
一
般
的
利
潤
を
何
で
ゐ
る
さ
慌
定
す
る
。

虞
が
何
等
か
ら
事
由
か
ら
国
家
は
、
此
企
業
の
生
産
品
又
は
勢
務
を
特
に
市
場
慣
格
か
ら
高
く
購
入
す
る
か
、
又

は
特
に
奨
励
補
助
金
を
交
附
し
冗
さ
し
、
其
結
果
、
此
企
業
の
利
盆
は
仰
の
利
潤
率
三
な
つ
わ
ん
ど
す
る
。
然
ら
ば

此
企
業
は
、
百
高
固
に
代
ふ
る
に
百
二
十
五
高
聞
の
責
本
金
を
以
っ
て
一
般
的
利
潤
翠
に
相
営
す
る
利
盆
を
牧
め

て
居
る
他
の
企
業
芝
、
同
一
の
利
盆
を
得
て
居
る
こ
芝
、
な
る
。
若
し
右
の
如
き
買
上
げ
又
は
補
助
が
、
相
営
永

頼
性
を
持
つ
場
合
に
は
A
企
業
の
取
引
上
の
許
債
は
、

wm
の
利
潤
あ
る
砂
故
に
、
郎
も
園
費
じ
よ
る
貨
幣
利
盆
あ

る
の
故
仁
、
百
二
十
五
高
画
ぜ
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
買
手
は
此
額
で
買
ひ
取
っ
て
弘
前
、
普
通
一
般
の
利
潤
は
得

る
の
で
あ
ゐ
。
然
し
も
刊
十
、
岡
寂
仁
」
ゐ
利
症
は
品
工
げ
ぬ
イ
し
同
様
の
結
果
ぜ
な
あ
。
そ
れ
以
後
の
取
引
も
同
額
E

正
確
に
は
斯
の
如
き
賃
上
げ
又
は
補
助
が
止
め
ら
る
、
ま
で
は
、
同
額
で
頁
買
さ
れ
、
貰
手
も
買
手
も
同
費
に
よ

る
利
益
は
結
局
受
け
ぬ
こ
さ
、
な
る
。
園
費
に
よ
る
利
盆
の
物
上
蹄
薯
は
此
例
の
様
な
も
の
で
、
責
本
還
元
増
加

さ
暇
輔
さ
れ
得
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
尚
、
右
例
申
」
反
割
に
、
国
家
が
何
等
か
の
事
情
上
、
安
値
で
購
入
す
る
こ
マ
」

が
あ
る
が
、
此
れ
が
績
く
じ
於
て
は
資
本
還
元
舘
却
類
似
の
現
象
が
、
終
局
に
於
て
現
れ
る
。
然
し
此
場
合
に
は
、

圃
曹
に
よ
る
利
盆
が
、
物
上
に
師
著
し
た
さ
見
る
ぺ
き
で
な
く
、
市
慣
に
て
販
賀
す
れ
ば
得
ら
る
ぺ
か
り
し
利
盆

の
喪
失
が
、
蹄
著
し
た
の
で
あ
る
。
露
出
註
二
参
照
)

以
上
要
す
る
に
、
国
費
轄
嫁
の
一
般
的
性
質
さ
し
て
、
特
に
注
意
す
ぺ
き
こ
さ
は
、
轄
嫁
物
鰹
さ
努
力
方
向
さ

が
租
税
轄
旗
の
場
合
さ
正
反
封
な
こ
さ
、
臨
時
嫁
郡
一
態
で
消
轄
を
快
ぎ
.
物
上
蹄
著
の
意
味
を
異
に
す
る
こ
マ
」
で
あ

る
。
業
他
の
駐
は
大
鑑
租
税
輯
臨
時
の
場
合
さ
同
一
で
あ
る
。
此
相
違
鮎
が
結
局
、
各
種
経
費
の
轄
嫁
傾
向
及
其
型

態
を
定
む
る
こ

ε、
な
る
。

設

苑

国
家
経
費
の
轄
嫁
に
就
い
て

第
三
十
一
巻

五

第
ニ
披

九
五


